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特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

カ
ジ
ノ
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
施
設
を
日
本
国
内
に
お
い
て
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
要
件
を
規

定
し
た
実
施
法
案
と
し
て
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
案
（
以
下
、
単
に
法
案
と
呼
ぶ
）
が
本
年
四
月
二
十
七
日
に
国

会
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

カ
ジ
ノ
の
粗
収
益
（
Ｇ
Ｇ
Ｒ：

G
ross

G
am

ing
R

evenue

）
に
対
す
る
公
租
公
課
の
実
効
負
担
率
に
つ
い
て

法
案
で
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
か
ら
納
め
ら
れ
る
国
お
よ
び
認
定
都
道
府
県
等
に
対
す
る
納
付
金
に
つ
い
て
、
カ
ジ
ノ
の
粗

収
益
（
Ｇ
Ｇ
Ｒ：

G
ross

G
am

ing
R

evenue

、
以
下
、
単
に
Ｇ
Ｇ
Ｒ
と
呼
ぶ
）
の
そ
れ
ぞ
れ
十
五
％
と
定
め
ら
れ
て
お

り
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
納
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
ト
ー
タ
ル
の
納
付
金
率
は
Ｇ
Ｇ
Ｒ
の
三
十
％
と
な
る
。

加
え
て
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
経
費
に
相
当
す
る
額
の
定
額
納
付
金
を
国
に
納
め
る
事
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

�

定
額
納
付
金
の
額
は
ど
の
よ
う
な
規
模
に
な
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
。
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
経
費
の
見
積
り
と
あ

わ
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

�

こ
れ
ら
の
納
付
金
に
加
え
て
、
法
人
税
、
消
費
税
（
ゲ
ー
ミ
ン
グ
収
入
以
外
は
課
税
対
象
）
、
そ
し
て
固
定
資
産
税
等

の
地
方
税
が
賦
課
さ
れ
る
。
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
か
か
る
公
租
公
課
は
、
総
じ
て
、
Ｇ
Ｇ
Ｒ
に
対
す
る
実
効
負
担
率
で
四

一



十
％
を
超
え
る
も
の
と
見
ら
れ
て
お
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
三
十
・
一
％
（
内
閣
官
房
資
料
を
参
照
）
を
大
き
く
上
回

る
。
高
率
な
公
租
公
課
が
Ｉ
Ｒ
施
設
の
収
益
性
を
圧
迫
す
る
た
め
、
収
益
で
回
収
す
べ
き
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
開
発
投
資
の
規

模
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
Ｇ
Ｇ
Ｒ
に
対
す
る
実
効
負
担
率
の
適
正
水
準
を
ど
の
よ
う
に
見
て

い
る
か
。

二

入
場
者
の
本
人
確
認
手
段
に
つ
い
て

�

世
界
最
高
水
準
の
カ
ジ
ノ
規
制
と
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
等
の
弊
害
防
止
策
を
実
施
す
る
た
め
、
カ
ジ
ノ
へ
の
入
場
に
あ

た
っ
て
は
、
日
本
人
の
入
場
者
に
は
月
単
位
お
よ
び
週
単
位
の
入
場
回
数
の
制
限
を
課
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ

る
本
人
確
認
を
通
じ
て
入
場
回
数
を
確
認
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
人
口

に
対
す
る
普
及
率
が
九
・
六
％
に
過
ぎ
ず
（
平
成
二
十
九
年
八
月
末
時
点
）
、
一
般
的
に
は
本
人
確
認
の
際
の
公
的
な
身

分
証
明
書
と
し
て
は
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
が
使
わ
れ
る
の
が
、
い
ぜ
ん
大
多
数
で
あ
る
。
運
転
免
許
証
や
パ
ス

ポ
ー
ト
は
日
本
人
の
カ
ジ
ノ
入
場
に
あ
た
っ
て
の
本
人
確
認
等
の
手
段
と
し
て
使
用
で
き
る
の
か
。

�

仮
に
日
本
人
の
カ
ジ
ノ
入
場
の
際
の
本
人
確
認
等
の
手
段
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
限
定
す
る
と
（
運
転
免
許
証
や

パ
ス
ポ
ー
ト
を
除
外
す
る
と
）
、
現
状
の
普
及
率
を
踏
ま
え
れ
ば
、
日
本
人
の
大
半
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て

二



い
な
い
の
だ
か
ら
、
日
本
人
の
カ
ジ
ノ
入
場
者
数
に
は
相
当
な
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
る
事
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
Ｉ

Ｒ
施
設
の
収
益
性
に
も
相
当
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
が
予
想
さ
れ
る
が
、
本
人
確
認
の
手
段
の
多
様
性
如
何
に
よ
っ
て
こ
の

よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
事
の
妥
当
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

日
本
人
の
カ
ジ
ノ
入
場
の
際
の
本
人
確
認
等
の
手
段
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
限
定
し
た
場
合
と
運
転
免
許
証
や
パ

ス
ポ
ー
ト
で
も
可
と
し
た
場
合
と
で
、
日
本
人
の
入
場
者
数
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
か
、
試
算
し
た
事
は
あ
る

か
。
な
い
と
す
れ
ば
、
今
後
、
試
算
を
す
る
つ
も
り
は
あ
る
か
。

三

カ
ジ
ノ
事
業
免
許
の
期
限
に
つ
い
て

Ｉ
Ｒ
施
設
区
域
内
で
の
カ
ジ
ノ
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
へ
の
申
請
と
審
査
を
経
て
、
カ
ジ
ノ

事
業
の
免
許
の
交
付
を
受
け
る
事
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
免
許
の
有
効
期
間
は
当
該
免
許
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
年
と
い
う
免
許
期
間
で
は
、
免
許
を
受
け
て
Ｉ
Ｒ
施
設
の
整
備
を
進
め
て
い
る
間
に
三
年
の

期
間
が
満
了
し
、
開
業
前
に
免
許
の
更
新
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
合
理
な
事
態
が
生
じ
か
ね
な
い
。

免
許
の
更
新
は
自
動
的
に
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
Ｉ
Ｒ
施
設
の
長
期
事
業
継
続
の
予
見
性
が
低
下
し
、
長
期
の

投
資
回
収
を
見
込
ん
だ
大
規
模
な
投
融
資
を
金
融
機
関
か
ら
受
け
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
そ
れ
は
取
り
も
直

三



さ
ず
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
開
発
投
資
の
規
模
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。

�

カ
ジ
ノ
事
業
の
免
許
期
間
を
三
年
と
し
て
い
る
理
由
は
何
か
。

�

国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
Ｉ
Ｒ
施
設
整
備
区
域
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
有
効
期
間
は
認
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
Ｉ
Ｒ
施
設
ス
タ
ー
ト
時
の
カ
ジ
ノ
事
業
に
対
す
る
免
許
の
交
付
に
あ
た
っ
て
は
、
な

る
べ
く
大
規
模
な
民
間
投
融
資
を
誘
発
す
る
上
で
も
、
長
期
事
業
継
続
の
予
見
性
が
担
保
さ
れ
る
よ
う
、
三
年
と
は
異
な

る
免
許
期
間
の
設
定
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

四

Ｉ
Ｒ
施
設
の
開
業
時
期
の
見
通
し
に
つ
い
て

法
案
で
は
、
施
行
時
期
に
つ
い
て
、
「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
計
算
し
た
場
合
、
平
成
三
十
年
度
中
に
法
案
が
成
立
し
た

と
仮
定
す
る
と
、
法
律
の
公
布
は
平
成
三
十
一
（
二
〇
一
九
）
年
度
、
法
律
の
施
行
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
お
け
る
基
本
方

針
の
策
定
が
平
成
三
十
四
（
二
〇
二
二
）
年
度
、
都
道
府
県
等
に
お
け
る
実
施
方
針
の
策
定
と
民
間
事
業
者
の
選
定
が
平
成

三
十
五
（
二
〇
二
三
）
年
度
、
都
道
府
県
等
と
民
間
事
業
者
が
共
同
で
提
出
す
る
Ｉ
Ｒ
区
域
整
備
計
画
の
認
定
申
請
に
基
づ

き
、
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
審
査
を
行
い
、
認
定
が
下
り
る
の
が
平
成
三
十
六
（
二
〇
二
四
）
年
、
こ
こ
で
Ｉ
Ｒ
施
設
の
整

四



備
が
確
定
す
る
。
そ
こ
か
ら
基
本
設
計
・
実
施
設
計
、
区
画
整
理
や
都
市
基
盤
整
備
に
二
年
、
Ｉ
Ｒ
施
設
全
体
の
建
設
工
事

に
三
年
を
要
す
る
と
す
る
と
、
実
際
に
Ｉ
Ｒ
施
設
の
開
業
に
至
る
の
は
、
平
成
四
十
一
（
二
〇
二
九
）
年
と
な
っ
て
し
ま

う
。以

上
の
よ
う
な
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
が
想
定
さ
れ
得
る
が
、
法
案
成
立
後
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
プ
ロ
セ
ス
で
進
め
て
い
く

と
、
実
際
の
Ｉ
Ｒ
施
設
の
開
業
時
期
に
つ
い
て
は
、
最
短
で
何
年
後
に
で
き
る
見
通
し
だ
と
政
府
は
考
え
て
い
る
の
か
。

五

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策
に
つ
い
て

カ
ジ
ノ
を
含
む
ギ
ャ
ン
ブ
ル
へ
の
依
存
症
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
人
達
へ
の
対
策
を
十
全
に
講
じ
る
事
が
不
可
欠
の
前
提
で

あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
カ
ジ
ノ
が
事
業
と
し
て
可
能
に
な
る
以
前
よ
り
競
馬
・
競
輪
等
の
公
営
競
技
や
パ
チ
ン
コ
等

の
遊
技
、
そ
の
他
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
よ
る
依
存
症
患
者
は
日
本
に
お
い
て
も
多
数
発
生
し
て
お
り
、
公
的
な
財
源
の
裏
付
け

が
乏
し
い
中
で
も
、
民
間
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ら
の
有
志
に
よ
る
依
存
症
患
者
や
家
族
へ
の
支
援
活
動
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策
に
つ
い
て
は
、
原
因
者
負
担
の
原
則
に
基
づ
き
、
カ
ジ
ノ
を
含
め
た
前
述
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
主
催
事

業
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
応
分
の
財
源
負
担
を
求
め
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

�

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
の
患
者
数
に
関
し
、
政
府
が
公
式
の
推
計
を
行
っ
た
上
で
、
必
要
な
対
策
予
算
額
を
試
算
す
る
必

五



要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
そ
れ
を
行
う
予
定
は
あ
る
か
。

�

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策
予
算
の
確
保
に
あ
た
っ
て
は
、
原
因
者
負
担
の
原
則
に
基
づ
き
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
業
態
別
の

売
上
高
に
応
じ
た
負
担
を
課
す
等
の
法
制
度
の
整
備
を
行
う
事
に
よ
っ
て
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
主
催
事
業
者
に
財
源
を
求
め
る

べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

�

こ
れ
ま
で
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策
は
民
間
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ら
の
有
志
が
主
体
的
に
担
っ
て
き
た
た
め
、
対
策
の
ノ
ウ
ハ
ウ

等
の
知
見
は
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策
の
実
施
に
あ
た
っ
て
も
、
民
間
機
関
に

財
源
を
委
ね
、
施
策
の
実
施
、
効
果
分
析
、
国
へ
の
報
告
を
求
め
る
、
と
い
う
民
間
主
導
の
仕
組
み
を
つ
く
る
の
が
有
効

で
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
文
化
振
興
政
策
と
し
て
の
ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ
ル
の
手
法
も
参
考
に
な
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

六


